
参考様式第５-４号

養成講習機関番号

009

出入国在留管理庁在留管理支援部在留管理課　御中
厚生労働省人材開発統括官付海外人材育成担当参事官室　御中

養成講習機関名特定非営利活動法人
グローバルライフサポートセンター

応募窓口 特定非営利活動法人　グローバルライフサポートセンター　 http://www.npo-global.jp/youseikouza/

問合せ先 092-283-8880 / 092-283-8891（平日9：00～17：00） https://www.facebook.com/GlobalLifeSupportCenter/

(日本工業規格Ａ列)

技能実習責任者講習等実施日程書

開催日時 ※講習会場番号 エリア 開催場所 受講定員 講師（予定者） 募集開始日 募集締切日 受講料 備考

2025/04/15(火) 009 25 0415 40 004 九州エリア
福岡県

アクロス福岡
12名 長井　わかな 2025/01/10(金) 開催日の14日前まで

（定員に達し次第締切）
11,000(税込) 中止

2025/04/27(日) 009 25 0427 47 004 九州エリア
沖縄県

西原町中央公民館
15名 山下　ゆかり 2025/03/01(土) 開催日の14日前まで

（定員に達し次第締切）
11,000(税込) 済

2025/05/27(火) 009 25 0527 41 004 九州エリア
佐賀県

佐賀市市民活動プラザ
10名 山口　謙二 2025/01/10(金) 開催日の14日前まで

（定員に達し次第締切）
11,000(税込) 中止

2024/05/30(木) 009 25 0530 00 004 オンライン
福岡県

グローバルライフサポートセンター
30名 阿部　恭之助 2025/01/10(金) 開催日の14日前まで

（定員に達し次第締切）
12,100(税込) 済

2025/06/17(火) 009 25 0617 43 004 九州エリア
熊本県

くまもと森都心プラザ
12名 阿部　恭之助 2025/01/10(金) 開催日の14日前まで

（定員に達し次第締切）
11,000(税込) 中止

2025/07/01(火) 009 25 0701 42 004 九州エリア
長崎県

長崎県勤労福祉会館
12名 阿部　恭之助 2025/01/10(金) 開催日の14日前まで

（定員に達し次第締切）
11,000(税込) 中止

2025/07/14(月) 009 25 0714 40 004 九州エリア
福岡県

アクロス福岡
12名 長井　わかな 2025/01/10(金) 開催日の14日前まで

（定員に達し次第締切）
11,000(税込) 中止

2025/08/07(木) 009 25 0807 45 004 九州エリア
宮崎県

宮崎県農協会館
12名 山下　ゆかり 2025/01/10(金) 開催日の14日前まで

（定員に達し次第締切）
11,000(税込) 済

2025/08/19(火) 009 25 0819 46 004 九州エリア
鹿児島県

ホテル自治会館
12名 阿部　恭之助 2025/01/10(金) 開催日の14日前まで

（定員に達し次第締切）
11,000(税込) 中止

2025/09/09(火) 009 25 0909 47 004 九州エリア
沖縄県

産業支援センター
12名 阿部　恭之助 2025/01/10(金) 開催日の14日前まで

（定員に達し次第締切）
11,000(税込) 中止

2025/09/19(金) 009 25 0919 00 004 オンライン
福岡県

グローバルライフサポートセンター
30名 伊藤　俊彦 2025/01/10(金) 開催日の14日前まで

（定員に達し次第締切）
12,100(税込)

2025/10/06(月) 009 25 1006 40 004 九州エリア
福岡県

アクロス福岡
12名 長井　わかな 2025/01/10(金) 開催日の14日前まで

（定員に達し次第締切）
11,000(税込) 中止

2025/10/28(火) 009 25 1028 44 004 九州エリア
大分県

消費者・男女共同参画プラザ
12名 阿部　恭之助 2025/01/10(金) 開催日の14日前まで

（定員に達し次第締切）
11,000(税込) 中止

2026/01/16(金) 009 26 0116 00 004 オンライン
福岡県

グローバルライフサポートセンター
30名 伊藤　俊彦 2025/01/10(金) 開催日の14日前まで

（定員に達し次第締切）
12,100(税込)

（記載要領）

１　本様式は、主務大臣の確認を受けた養成講習機関にのみ電子媒体で配付するものであること。

  　養成講習機関に示すメールアドレスに対して期日までに電子媒体により提出すること。

２　※欄は主務省において番号を付与するものであるので、養成講習機関においては記入しないこと。

３　主務省及び外国人技能実習機構のホームページには原則、記載どおりに掲示される予定であること。

３.生活指導員講習


